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編集後記 
 

技術立国日本のポテンシャルは高いのか？そん

なことを考えながら，知財の関係者と話をしてい

て，最近よく耳にする，とても気になることがあ

る。それは会社に入ってくる若者たちのこと。確

かにいい大学等を出てきた，いわゆる優秀な人材。

しかし何かが物足りない。その本人自らが意識し

ようもないが，上司から「なにか新しいものを開

発しろ。」と言われても，どう考えて良いのかわか

らない。「この課題を解決してみろ。」と言われて

も，「教えてもらっていません。」という回答が来

たりすることが多いというのだ。共通するのは，

自分で考える力，考えようとする力が弱くなって

いるのではないかということ。上司としては，「そ

れは自分で考えろ！」と言いたくなるが，どうい

うふうに自分で考えればいいのか，の第一歩を踏

み出せない限り，時間がただ過ぎていくばかりで

ある。 
 
他方，「必要は発明の母」というが，必要にもい

ろいろあって，本当に無いと困る，足りないから

そこを充たしたい「必要」もあれば，無くてもな

んとかなるが，あれば助かる，といった程度の「必

要」もある。戦後の復興，欧米諸国に追いつけ追

い越せの時代はその前者。周りと比較すると足り

ないものだらけ。なんとかしたい，の気持ちが世

の中に蔓延し，常にそんな空気に囲まれていれば，

自ずと皆がその流れにのまれるというもので，そ

の結果，特許でいえば大量出願大国の時代となっ

た。そして時には，追い込まれた者の馬鹿力で大

きな課題に対するブレークスルーが生まれること

がありもした。しかし，これだけ世の中が豊かに

なり，充たされてくると，そうしたエネルギーは

少なくなってくるのは当然の環境の変化である。 
 
知的創造サイクル（「創造」→「保護」→「活用」

→「創造」・・・）のうち，「保護」の仕組みをよ

り良くし，「活用」をいくら促したところで，その

対象となる「創造」の産物が少なくなってしまっ

ては，知的創造サイクルを回しようがない。日本

での特許出願が少なくなった要因として，市場と

しての魅力や製造拠点が国外に移っていったとい

うことも大きいとは思うが，「出願」の増減に「創

造」の増減がどの程度，関係しているのか気にな

るところである。「創造」の減退は，技術立国を目

指す上で大問題である。 
 

 
 
特許法第一条には，発明の保護及び利用を図る

ことにより，発明を奨励し，もって産業の発達に

寄与することを目的とする，とある。これは発明

が生まれた後のシステムの充実であって，生まれ

た発明が世の中で役立つように環境を整備するこ

とで，発明を奨励している。 
 
発明が生まれる前の環境についてはどうだろう。

発明の利用によって，更に新たな発明を創造する

のに必要な資金等が得られるような状況を作るこ

とは，特許法の目的とするところであろう。しか

し，発明を生み出す者の能力の開発や，発明の必

要性を広く多くの者に感じさせることに関しては，

発明を待って始まる特許制度に留めることなく，

知財立国をより広い視野で見つめた上で，取組を

進めることの必要性を感じる。 
 
「創造」とは，自らの力で工夫や考えを凝らし，

そうした自分の力をアウトプットすることが基本

である。しかし，今さら言うまでもなく世の中に

は情報が溢れ，自分の力をアウトプットする前に

次々と，やり方が知らされ，答えが教えられてし

まうような状況に包まれているような気もする。

つまり，入ってくる情報を処理するだけで精一杯

で，また，なんだか知識が増えたことでわかった

ような気になってしまい，いざ何かを生み出せと

言われると，どうしていいのかわからないという

状況に陥ってしまう。知識を詰め込み，それをは

き出すだけでは，進歩にはなかなかつながらない。

ところが世の中の人々は，どんどん入ってくる知

識に埋もれ，実は新たな発想を生み出そうにも，

身動きが取れない状態にあることすら気づかず仕

舞いでいるのかもしれない。 
 
いま更，知財の世界において，グローバルに活

躍のできる知財人材の育成の重要性を説明するま

でもないが，実は，どういうことを意識して知財

に係る人材を育成していけば良いのかを考えると

なかなか難しい。そのひとつの観点として，上述

のような人が育つ環境の変化も考慮すべきはない

だろうか。 
 
ダイレクトに創造力豊かな発明者を養成しよう

にも，そうした発明者の養成を担う者を育てるこ

とから始めなければならない。これからの知財人

材の育成を考えるとき，発明の保護や利用をしっ
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